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北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例の制定につい

て 

 

北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり定

めるものとする。 
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提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市に総合運動広場を新設することに伴

い、本条例を定めるため必要があるからである。 



   北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例  

 

 （設置）  

第１条 スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もって市民の健康

の増進に寄与することを目的として、北名古屋市総合運動広場（以下「運

動広場」という。）を設置する。  

 （名称及び位置）  

第２条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称         位置  

北名古屋市総合運動広場  北名古屋市二子西の町１番地  

 （使用の許可）  

第３条 運動広場の施設を使用しようとする者は、北名古屋市教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の許可を受けなければならない。  

２ 教育委員会は、運動広場の管理に必要があるときは、前項の許可に条

件を付すことができる。  

 （使用料） 

第４条 前条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、直

ちに別表に定める使用料を納付しなければならない。 

 （使用料の還付） 

第５条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号の

いずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付すること

ができる。 

⑴ 運動広場の管理上特に必要があると認め、教育委員会が使用の許可

を取り消したとき。 

⑵ 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。 

⑶ 天災その他不可抗力により運動広場又は附帯設備が使用できなく

なったとき。 

⑷ 使用者が使用する日の７日前までに使用許可の取消しを申し出た

とき。 

 （使用料の減免） 



第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、

又は免除することができる。 

⑴ 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。 

⑵ 市又は教育委員会が共催する行事で、免除事業として市長又は教育

委員会の承認を得た行事に使用するとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が特に必要がある

と認めるとき。 

 （使用の制限）  

第７条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、

運動広場の使用を許可しない。  

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。  

⑵ 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると

認めるとき。  

⑶ 運動広場又は附帯設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれ

があると認めるとき。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。  

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第８条 使用者は、運動広場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸し

てはならない。 

（特別な設備等の承認） 

第９条 使用者は、運動広場に特別の設備をし、又は備付け以外の器具等

を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならな

い。 

 （使用許可の取消し等） 

第１０条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第３条

第１項の許可を取り消し、又は使用の中止若しくは停止を命じることが

できる。 

⑴ この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正行為により使用の許可を受けたとき。 

⑶ 許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。 



⑷ 前３号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があると認める

とき。 

２ 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わな

い。 

（原状回復の義務） 

第１１条 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使

用許可を取り消され、又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたとき

は、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第１２条 故意又は過失により運動広場又は附帯設備を損傷し、又は滅失

した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、

市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

 （北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例（平成１８年北

名古屋市条例第８３号）は、廃止する。 

 （準備行為） 

３ 使用の許可の申請その他この条例を施行するために必要な準備行為

は、この条例の施行前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

１ グラウンド・テニスコート使用料 

区分 単位 使用料 

グラウンド ２時間３０分 １，２００円（全面） 

６００円（１/２使用） 

テニスコート ２時間 ５４０円（１コート） 

備考 

１ グラウンドの使用は原則、全面とする。ただし、２分の１使用に

ついては、平日の時間帯（午前８時３０分から午後６時３０分まで）

とし、教育委員会が特に認めた場合とする。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場合

の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額

に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 ２ 照明設備使用料 

区分 単位 使用料 

グラウンド ３０分 １，４４０円（Ⅰ類６６灯） 

１，３２０円（Ⅱ類３６灯） 

１，２３０円（Ⅲ類２７灯） 

テニスコート １時間 ２２０円（１コート） 

 備考 

  １ 使用料の分類ごとの適当な競技種目 

    Ⅰ類：軟式野球    Ⅱ類：サッカーほか 

    Ⅲ類：ソフトボール、少年野球 

２ グラウンドの照明設備の使用料の算定については、３０分未満の

使用であっても３０分に切り上げるものとする。 

３ テニスコートの照明設備の使用料の算定については、１時間未満

の使用であっても１時間に切り上げるものとする。 



４ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

５ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場合

の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額

に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

３ 会議室使用料 

区分 単位 使用料 

会議室１ １時間    １２０円 

会議室２ １時間     ６０円 

会議室３ １時間     ６０円 

備考 

１ 使用料の算定については、１時間未満の使用であっても１時間に

切り上げるものとする。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍の

額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場合

の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額

に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 


